
（意見書案第 17号） 

防災・減災体制再構築推進基本法（防災・減災ニューディール基本法）の 

制定を求める意見書 

 

 東日本大震災の教訓を踏まえ、今後予想される首都直下地震や南海トラフ巨大地震など

の大規模地震や豪雨などによる大規模かつ異常な自然災害に備えて、国民の生命・財産を

守るために国を挙げた防災・減災体制の再構築が求められている。 

 全国的に幅広い視点で防災力の向上を図るために、道路や橋梁、港湾などわが国に現存

する社会資本の安全性について実情を明らかにし、必要な情報を得るための科学的・総合

的な総点検を実施するとともに、ソフト面として地域の防災力を高め、災害による被害の

軽減を図る施策も不可欠のため、学校教育における防災教育の充実や各自治体が連携した

広域的・総合的な防災訓練の推進、さらには基本計画の作成や関係省庁の総合調整等を行

う「防災・減災体制再構築推進本部」の設置、災害発生時に応急対応を一元的に担う「危

機管理庁」（仮称）の設置など、必要な施策を国・地方公共団体で実施し、災害に強い街づ

くりを進めなければならない。 

 よって、政府においては、上記の内容を盛り込んだ「防災・減災体制再構築推進基本法」

を早期に制定するよう強く要望する。 

  

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 
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